
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※毎年度登録が必要です。 

 

 

 

 

会員種別 登録方法 年会費 配送物 議決権 

ネット 3,500 円 個人宛 有 
一般(18 歳以上) 

※高校生を除く 

チーム（5 名以上） 

審判資格者 申込書郵送 4,000 円 個人宛 有 

高校生 
ネット 

申込書郵送 
1,500 円 個人宛 有 

ジュニア(小・中学生) 
ネット 

申込書郵送 
300 円 個人宛 無 

□登録種別 

＜注意事項＞ 
１）他県への引越し、退会等いかなる場合においても返金はいたしません。 
２）配送物は千葉県トライアスロン連合会報等、日本トライアスロン連合会報等。 
３）会員証の発送は、毎月 15日入金確認済みの方へ、20日頃着で送ります。 
４）チーム会員について 
  ・チーム登録されたチーム員による CTU登録をした会員。 
 
・チーム登録とは、5名（会員種別混合可）以上の団体で、 
あらかじめ、千葉県トライアスロン連合事務局へチーム登録申込を行ったチームの構成員が 
登録する事。（チーム一覧参照） 
※年度途中での登録では補助金の対象にはなりません。次年度よりそれが可能です。 
※チーム紹介・チーム募集を CTUホームページと相互リンクする事が条件となります。 

 
・各チーム会員登録者数に応じて、チーム活動費をチーム代表者へ補助金として振込致します。 

   但し、活動状況により補助金対象外となることがあります。 
 
  ＜補助金の算出方法＞4月 30日時点の登録者数。 

構成員が全員 18歳以上（高校生を除く）の場合の算出。500円 xチーム員数＝補助金 
構成員に高校生・ジュニアが含まれる場合は、その数を差し引いて算出。 

500円 x（チーム員数‐高校生･ｼﾞｭﾆｱ会員数）＝補助金 
 
＜補助金対象期日についての注意点＞ 
①4月以降に CTUチーム登録されてもその年度のチーム登録はできますが、 

補助金の対象にはなりません。 
②5月 1日以降にチーム員が CTUチーム登録されても、補助金の対象にはなりません。 
③5月末ごろ、チーム登録銀行口座へ補助金を振込致します。 
 
 
（チーム登録タイムテーブルＰＤＦデータ貼付） 

 

千葉県トライアスロン連合（ＣＴＵ）会員登録のお知らせ 


